
京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２４日 

京都市長  松 井 孝 治   

京都市規則第   号 

京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市市営住宅条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第３ ２養正市営住宅第９棟の項の次に次の１項を加える。 

養 正 市 営 住 宅 Ｙ ２ 棟 
１１０号及び１１１号 ５３，７００ 

１１２号 ５４，５００ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 使用の承認の申込みその他養正市営住宅Ｙ２棟の店舗を供用するために必要な準備行

為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

（都市計画局住宅室住宅管理課） 
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